
事業主、被保険者の皆さまへ 

 

 

（お知らせ）出生後休業支援給付金を申請していないにも関わらず、 

「不支給決定通知書」が交付された方へ 

 

 

令和７年４月から、出生後休業支援給付が創設され、一定の条件を満たした方

には、①育児休業給付金、または②出生時育児休業給付金に上乗せして、出生後

休業支援給付金が支給されることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この出生後休業支援給付の支給判定については、原則として①②の給付金の

支給判定と同時に行うため、システムの都合により、出生後休業支援給付の申請

を行っていない方にも、便宜的に 「出生後休業支援給付金不支給決定通知書」が

交付される場合がございます。 

 

・出生後休業支援給付金の配偶者要件が確認できなかった場合 （申請書の配偶者

要件欄が未記載の場合や、被保険者の配偶者側が育児休業給付の申請を行っ

ていない場合など）の不支給通知書の記載 

 先般、提出されました出生後休業支援給付金支給申請書等の書類を審査したと 

ころ、配偶者の要件を満たしていないため、不支給となりました。後日要件を満 

たした場合は再度申請してください。 

 

 この場合の 「不支給決定通知書」により、出生後休業支援給付金の受給が将来

にわたって否定されるものではありません。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その他不支給の場合の理由と通知書の記載は、以下のとおりです。 

 

  (ｲ)申請者が対象期間内に 14 日以上の育児休業を取得していない場合 

 先般、提出されました出生後休業支援給付金支給申請書等の書類を審査したと 

ころ、対象期間中の育児休業日数が要件を満たしていないため、不支給となりま 

した。 

 

  (ﾛ)申請者と配偶者共に要件は満たしているが、休業中の就労にて育児休業給付金、ま

たは出生時育児休業給付金が不支給となり、出生後休業支援給付金が支給されない

場合 

 先般、提出されました出生後休業支援給付金支給申請書等の書類を審査したと 

ころ、配偶者の要件を満たしていることを確認しましたが、支給対象期間がない 

ため支給できません。次回申請時に対象期間中の育児休業日数が要件を満たした 

場合は、出生後休業支援給付金が支給されます。 
 

  (ﾊ)既に出生後休業支援給付金が支給済みの場合 

 先般、提出されました出生後休業支援給付金支給申請書等の書類を審査したと 

ころ、出生後休業支援給付金が支給済のため不支給となりました。 

 

よくあるご質問 

 はじめての育児休業給付金の申請時点では出生後休業支援給付金の要件を満た

していなかったので、初回は育児休業給付金だけを申請して、出生後休業支援給

付金については後日要件を満たしてから申請する予定でした。初回の育児休業給

付金の申請に対し、「出生後休業支援給付金不支給決定通知書」が通知されまし

たが今後出生後休業支援給付金はもらえないということですか。 

 

【回答】 

 この「不支給決定通知書」により、出生後休業支援給付金の受給が将来にわた

って否定されるものではありません。後日支給要件を満たしたときに、あらため

て出生後休業支援給付金支給申請書を提出してください。 

 なお、出生後休業支援給付の申請を失念していた場合や、２回目以降の育児休

業給付金の支給申請でまとめて申請する場合も、この申請書にて、出生後休業支

援給付金の申請を行ってください。 

          ※出生後休業支援給付金支給申請書はこちら→ 

 

 

 


